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新規就農者確保対策の強化を求める意見書 

新規就農者が安心して就農できる環境の整備を図るための取組を講ずるよう強

く要望する。 

理由 

人口減少と高齢化の進行によって全国的に農業従事者の減少が続く中、国の基

幹産業である農業を維持・発展させ、安定的な食糧確保を図るためには、次代の

農業の担い手となる新規就農者の確保と定着が重要である。 

しかしながら、新規就農を目指すためには、一定期間農業を学ぶ機会が必要で

あるとともに、就農の際には機械や資材等、経済的な負担も生じるため、意欲が

あっても就農に踏み出せない者も多く存在するのが実情である。 

そのような中、国は新規就農の促進のため 49 歳以下の者に全額国費負担による

支援を行う農業次世代人材投資事業を平成 24 年度に創設し、平成 29 年度からは

経営開始型の対象者に限って、栽培技術や経営確立に向けた指導、相談等のサポ

ート体制の充実を図ってきたところである。 

本県においても、本事業を活用し、これまで多くの新規就農者が地域農業の担

い手として活躍しているところであり、今後も事業の継続と更なる拡充が求めら

れている。 

しかしながら、国の令和４年度予算概算要求において本事業を改めた新規就農

者育成総合対策が打ち出され、この中には、これまでにない 1/2 の地方負担が示

されており、仮に地方自治体の負担が生じる場合、財政力によって支援の差が生

じる懸念があることから、全国知事会において緊急の申し入れが行われたところ

である。 

農業の担い手の確保は、国内全ての地方自治体が抱える重要課題であり、財政

力の脆弱な地方自治体が、新規就農者をはじめとする担い手確保を進めるために

は、これまで以上の国の支援が必要である。 

よって、国においては、新規就農者が安心して就農できる環境の整備を図るた

め、次の取組を講ずるよう強く要望する。 



１ 新規就農者育成総合対策においては、地方自治体の財政的負担が生じないよ

う制度設計を見直すこと。 

２ 新規就農者の技術の習得、農地の確保に対する支援を進めるとともに、作業

機械や作業所等の整備のための支援事業等を創設すること。 

３ 新規就農者の農地や作業機械、作業所等の円滑な確保のため、国の制度とし

て事業承継の仕組みづくりを進めること。 

上記のとおり地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 


